
大学等における履修証明（certificate）制度について

教育基本法第７条及び学校教育法第83条の規定により、教育研究成果の社会への提供が大学の基本的役割とし
て位置づけられたことや、中教審答申の提言等を踏まえ、平成19年の学校教育法改正により、履修証明の制度上の
位置付けを明確化。
これにより、各大学等（大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専門学校）における社会人等に対する多様な
ニーズに応じた体系的な教育、学習機会の提供を促進。

○対象者：社会人（当該大学の学生等の履修を排除するものではない）
○内 容：大学等の教育・研究資源を活かし一定の教育計画の下に編成された、体系的な知識・技術等の習得を目
指した教育プログラム
○期 間：目的・内容に応じ、総時間数６０時間以上で各大学等において設定
○証明書：プログラムの修了者には、各大学等により、学校教育法の規定に基づくプログラムであること及びその名称等
を示した履修証明書を交付
○質保証：プログラムの内容等を公表するとともに、各大学等においてその質を保証するための仕組みを確保
※学生を対象とした学位プログラムとは異なり、学位が授与されるものではない。

趣 旨

制度の概要
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学位プログラム
学生向けに４年で１２４単位以上→学位

履修証明プログラム
社会人向けに60時間以上→履修証明書

教育や研究に加え、大学の｢第三の使命｣としてのより直接的な社会貢献
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